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についても重たい罰則・行政処分が科世られすす。

※ 各表は、過去5年間 ←28～ R2年)に愛知県内で発生した交通死亡事故等を分析した結果です。
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言可貝」 5年以 下 の懲 役 又 は 100万円以 下 の罰 金

免 許 取 消 し (35点 )行 政 処 分

3年以 下 の 懲 役 又 は 50万円 以 下 の 罰 金言]員 l」

0_15mg/1以 _LO.25mg/1,く 消寄 免 許 停 止  (13点 )

免 言午:取消 し (25点 )

酒 気 帯 び 運 転
行 政 処 分

0_25mg/1じ 人_」二

3か月 以 下 の 懲 役 又 は 50万円 以 下 の 罰 金言可貝リ
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V

酒気を帯びている者の車両に同乗する。

◎ 酒気を帯びている者に車両を提供する。

●  0 ◎ 車両を運転するおそれのある者に酒類を提供する。
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○ アルコールは、中枢神経系|こ作用して脳の神経活動を抑制

する物質て運動機能、自制心、動体視力、集中力、認知能力、

状況判断力の低下等を生じさせます。

○ 飲酒運転は、故意 |こ よる悪質・危険な犯罪ですc

アルコール |こよる身体機能 |こ与える影響からも、交通事故を

起こす危険が極めて高くなりますので、絶対 |こ飲酒運転はや

めましょう |
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O自 分の体調を確認し、疲労を

感じた時は     ましょう

0運 転中に体調不良を感じた時I
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